
市
職
員

▼
募
集
職
種　

事
務
・
土
木
・

建
築

▼
採
用
人
数　
若
干
名

▼
採
用
予
定
日　

令
和
６
年
４

月
１
日

▼
受
験
資
格
・
条
件　
①
下
表
の

受
験
区
分
に
該
当
す
る
方
②
採

用
と
な
っ
た
場
合
、原
則
と
し
て

市
内
に
居
住
で
き
る
方
③
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
方　
国
籍

は
問
わ
な
い
が
、就
業
が
制
限
さ

れ
て
い
る
在
留
資
格
の
方
／
そ
の

他
地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠
格

条
項
）に
該
当
す
る
方

▼
応
募
方
法　

総
務
課
に
備
え

付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
受
験
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、３
カ

月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼
っ

て
郵
送
ま
た
は
持
参
す
る
か
、北

海
道
電
子
自
治
体
共
同
シ
ス
テ
ム

（https://www.harp.lg.jp/1Y

VJEjI7

ま
た
は
Q
Ｒ
コ
ー
ド
）か
ら

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間　

７
月
10
日
㈪
〜

８
月
10
日
㈭　

午
後
５
時
ま
で

（
代
理
提
出
可
、郵
送
は
当
日
消

印
有
効
）

▼
試
験
日　
第
１
次
…
９
月
17
日

㈰
／
第
２
次
…
10
月
21
日
㈯
予
定

▼
試
験
内
容

【
大
学
・
短
大
・
高
校
】

第
１
次
…
教
養
試
験
・
作
文
・
職

場
適
応
性
検
査
／
第
２
次
…
面

接
・
集
団
討
論

【
社
会
人
】

第
１
次
…
社
会
人
基
礎
試
験
・
作

文
／
第
２
次
…
面
接
・
集
団
討
論

▼
そ
の
他　
受
験
票
は
８
月
下
旬

に
発
送
予
定
で
す
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　
総
務
課
人
事
文
書
係（
☎
２

６
・
２
２
２
８
）

市
職
員（
作
業
療
法
士
）

▼
採
用
人
数　
１
人

▼
採
用
予
定
日　
10
月
１
日

▼
受
験
資
格
・
条
件　
①
作
業
療

法
士
免
許
を
有
す
る
心
身
と
も
に

健
康
な
方
②
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
方　
国
籍
は
問
わ
な
い

が
、就
業
が
制
限
さ
れ
て
い
る
在

留
資
格
の
方
／
そ
の
他
地
方
公

務
員
法
第
16
条（
欠
格
条
項
）に

該
当
す
る
方

▼
応
募
方
法　

市
立
病
院
管
理

課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
立
病

院
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
受
験
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、３
カ
月
以
内
に
撮

影
し
た
写
真
を
貼
り
、次
の
書
類

を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
作
業
療
法
士
免
許
証
の
写
し

▼
応
募
期
限　

８
月
９
日
㈬　

午
後
４
時
ま
で（
代
理
提
出
可
、

郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
試
験
日
時　

８
月
25
日
㈮　

午
前
10
時

▼
試
験
内
容　
小
論
文
、面
接

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

０
０
０
６　
深
川
市
６
条
６
番
１

号　

市
立
病
院
管
理
課
職
員
経

理
係（
☎
２
２
・
１
１
０
１
）

▼受験区分
区分 受験資格

事務・土木・建築

大学 学校教育法に規定する大学を卒業（令和６年３月までの卒業見込みを含む。）またはこれ
らに相当する学歴を有すると市長が認める方で、平成３年４月２日以降に生まれた方。

短大
学校教育法に規定する短期大学（高等専門学校を含む。）を卒業（令和６年３月までの卒
業見込みを含む。）またはこれらに相当する学歴を有すると市長が認める方で、平成５
年４月２日以降に生まれた方。
なお、修学年限が２年以上の専門課程を設置する専門学校は、短大区分となります。

高校
学校教育法に規定する高等学校を卒業（令和６年３月までの卒業見込みを含む。）また
はこれらに相当する学歴を有すると市長が認める方で、平成７年４月２日以降に生まれ
た方。

土木・建築 社会人
昭和55年４月２日以降に生まれた方で学校教育法に規定する高等学校以上を卒業また
はこれらに相当する学歴を有すると市長が認める方で、次の要件を満たす方。
土木　建設業法に基づく１級又は２級の土木施工管理技士資格　実務経験３年以上
建築　建築士法に基づく１級又は２級の建築士免許　実務経験３年以上

※大学・短大・高校区分の「土木」・「建築」を受験する方は、上記の大学・短大・高校の各受験資格に加え、「土木」・
「建築」に関する科目を履修した又は履修していることが必要です。
※社会人区分は「土木」・「建築」を対象とし、初任給は、学歴や経験などによって決定されます。

▼ＱＲコード
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健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

暮

ら

し

　

教
育
・
仕
事

　

採
用
・
募
集

　



海
上
保
安
庁 

図
画
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

　
海
上
保
安
庁
で
は
、「
未
来
に
残

そ
う
青
い
海
」を
テ
ー
マ
に
、図
画

作
品
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格　
小
・
中
学
生

▼
作
品
サ
イ
ズ　
は
が
き
サ
イ
ズ

（
１
０
０
㎜
×
１
４
８
㎜
）

▼
応
募
期
限　
９
月
８
日
㈮
ま
で　

※
当
日
消
印
有
効

▼
そ
の
他　
応
募
方
法
な
ど
詳
し

く
は
海
上
保
安
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://www.kaiho.m
lit.go

.jp

）で
確
認
す
る
か
問
い
合
わ
せ

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
４
７
ー

８
５
６
０　
小
樽
市
港
町
５
番
２

号　
第一管
区
海
上
保
安
本
部
警

備
救
難
部
環
境
防
災
課「
未
来
に

残
そ
う
青
い
海
・
海
上
保
安
庁
図

画
コ
ン
ク
ー
ル
」担
当（
☎
０
１
３

４
・
２
７
・
０
１
１
８
）

ふ
る
さ
と
川
柳

　
五
・
七
・
五
の
言
葉
で
、ふ
る
さ

と
ふ
か
が
わ
へ
の
思
い
を
自
由
に

表
現
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
課
題　
【
小
学
生
】低
学
年
…

走
る
／
中
学
年
…
風
／
高
学
年

…
雲【
中
学
生
】１
年
生
…
弾
む

／
２
年
生
…
輝
く
／
３
年
生
…

知
恵【
高
校
生
】１
年
生
…
喜
ぶ

／
２
年
生
…
平
和
／
３
年
生
…

超
え
る【一般
】核

▼
応
募
資
格　

①
市
文
化
連
盟

会
員
②
本
市
に
在
住
ま
た
は
在

勤
・
在
学
し
て
い
る
方

▼
応
募
方
法　

小
・
中
学
生
、高

校
生
は
各
学
校
で
配
布
さ
れ
る
応

募
用
紙
で
、一般
の
方
は
生
き
が
い

文
化
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
、コ
ミ
ュ

ニ
ティ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
公
共
施
設

に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
応

募
用
紙
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

作
品
は
、大
き
く
見
や
す
い
字
で

記
載
し
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
子
メ

ー
ル
の
ほ
か
、市
役
所
、中
央
公

民
館
、生
き
が
い
文
化
セ
ン
タ
ー
、

プ
ラ
ザ
深
川
に
設
置
し
た
応
募
箱

で
受
け
付
け
し
ま
す
。
応
募
は
１

人
２
句
ま
で
と
し
ま
す
。

▼
応
募
期
限　
８
月
31
日
㈭
ま
で

▼
応
募
・
問
合
先　
文
化
連
盟
事

務
局（
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
内　

☎
２
６
・
２
３
４
３
／
N
２
２
・
８

２
１
２
／
電
子
メ
ー
ル　

gakus
po@

city.fukagawa.lg.jp

）

結婚新生活支援補助金

申請・問合先　健康・子ども課子ども家庭係（☎26-2237）申請・問合先　健康・子ども課子ども家庭係（☎26-2237）

　新婚世帯の新生活に対する支援として、住居費と
引っ越し費用の一部を助成します。
♥助成対象要件　
　令和５年３月１日から令和６年２月29日までの間
に婚姻届を提出し、受理された夫婦であり、次の
全ての要件を満たす世帯
①令和４年１月１日から12月31日までの間の夫婦
の合計所得が500万円未満の世帯
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所
得証明書を基に算出した世帯の所得から当
該奨学金の年間返済額を控除した金額が500
万円未満であること。

②婚姻日時点で夫婦の双方が39歳以下であること
③市内の住宅に転居し、令和５年３月１日から令和
６年２月29日の間に転居（転入）届を提出し、受
理されていること
④ほかの公的制度による家賃助成を受けていな
いこと
⑤過去にこの制度に基づく助成を受けたことがな
いこと

♥助成内容　
　住居費と引っ越し費用を合わせて30万円を
上限に助成。ただし、婚姻日における夫婦双方
の年齢が29歳以下の場合は１世帯当たり60万円
を上限に助成。（1,000円未満は切り捨て）
◆住居費　
　住宅の購入費、賃料、敷金、礼金（保証金
など含む）、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場
合は、その差額分

◆引っ越し費用　	
　引っ越し事業者または運送事業者へ支払
う料金など

♥申請期限　令和６年２月29日㈭まで
♥申請方法　
　健康・子ども課に備え付けの用紙に必要書類
を添付して申請してください。

市
会
計
年
度
任
用
職
員 

（
看
護
助
手
）

▼
募
集
人
数　
１
〜
２
人
程
度

▼
雇
用
期
間　

８
月
１
日
〜
令

和
６
年
３
月
31
日　

※
勤
務
実

績
な
ど
に
よ
り
更
新
あ
り

▼
応
募
詳
細　
勤
務
場
所
、業
務

内
容
、応
募
資
格
、報
酬
・
手
当
、

勤
務
時
間
な
ど
、詳
し
く
は
市
立

病
院
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
募
集一覧
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
応
募
方
法　

市
立
病
院
管
理

課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
立
病

院
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
市
立
病
院
会
計
年
度
任

用
職
員
採
用
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、３
カ
月
以
内
に
撮

影
し
た
写
真
を
貼
り
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限　

随
時（
代
理
提

出
・
郵
送
可
）

▼
試
験
日
程　
別
途
本
人
に
通
知

▼
試
験
内
容　
面
接

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

０
０
０
６　
深
川
市
６
条
６
番
１

号　

市
立
病
院
管
理
課
職
員
経

理
係（
☎
２
２
・
１
１
０
１
）

水
道
メ
ー
タ
ー
委
託
検
針
員

▼
募
集
人
数　
１
人

▼
委
託
期
間　

令
和
６
年
４
月

１
日
〜
令
和
７
年
３
月
31
日　
※

業
務
実
績
な
ど
に
よ
り
更
新
あ
り

▼
業
務
内
容　
水
道
メ
ー
タ
ー
検

針
業
務　
※
毎
月
４
日
か
ら
26
日

（
う
ち
３
日
休
み
あ
り
）

▼
応
募
資
格　

①
市
内
に
住
む

お
お
む
ね
65
歳
以
下
の
心
身
と
も

に
健
康
な
方
②
普
通
自
動
車
運

転
免
許
を
有
し
、本
業
務
に
自
己

ま
た
は
家
族
所
有
の
自
動
車
を

使
用
で
き
る
方

▼
月
額
委
託
料　

15
万
円
程
度

（
交
通
費
含
む
）

▼
応
募
書
類　
①
履
歴
書（
市
販

の
も
の
に
３
カ
月
以
内
に
撮
影
し

た
写
真
を
貼
る
）②
普
通
自
動
車

運
転
免
許
証
の
写
し

▼
応
募
期
限　

８
月
22
日
㈫　

午
後
５
時
ま
で（
郵
送
は
当
日
必

着
）

▼
試
験
日　
８
月
下
旬

▼
試
験
内
容　
面
接

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　
上
下
水
道
課
業
務
係（
☎
２

６
・
２
３
６
５
）

環
境
審
議
会
委
員

▼
募
集
人
数　
３
人
以
内

▼
任
期　

10
月
１
日
〜
令
和
７

年
９
月
30
日（
２
年
間
）

▼
応
募
資
格　
環
境
に
関
心
の
あ

る
、市
内
に
住
む
20
歳
以
上
の
方

▼
応
募
方
法　

環
境
課
に
備
え

付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、持
参
・
郵
送
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限　
８
月
３
日
㈭
ま
で

（
郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
選
考
方
法　

選
考
会
議
で
決

定
し
、本
人
に
通
知
し
ま
す
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　

環
境
課
環
境
係（
☎
２
６
・

２
４
４
４
／
N
２
２
・
２
４
６
０

／
電
子
メ
ー
ル　

kankyo@
city.

fukagawa.lg.jp

）

協働のまちづくり事業　補助金２次募集
　市民のみなさんが持つアイデアやノウハウを生かした協
働のまちづくりを推進するため、町内会や市民活動団体な
どが、地域の公共的な課題解決や活性化に向けた自由なテ
ーマを設け、２年以上継続して取り組む事業に対して補助金
を交付します。
◉対 象 団 体　市内に活動の拠点があり、市民を対象に継

続的に事業を行う市民団体など
◉補助金の額　
１ 年 目…10万円を限度に対象経費の２分の１以内
２・３年目…10万円を限度に対象経費の３分の１以内
４年目以降…５万円を限度に対象経費の３分の１以内
◉補 助 期 間　６年以内

◉申 請 方 法　
総務課・市役所各支所に備え付け、または
市ホームページからダウンロードした申請
書に必要事項を記入し、郵送または持参し
てください。
◉申 請 期 限　９月29日㈮まで
◉選 考 方 法　
１次 選 考…書類審査
２次 選 考…事業内容を協働のまちづく

り推進市民協議会選考部
会に説明してもらいます。

豊かな自然と暮らしが調和した　田園都市　ふかがわ豊かな自然と暮らしが調和した　田園都市　ふかがわ

申請・問合先申請・問合先
〠074-8650　深川市２条17番17号　総務課自治防災室自治防災係（☎26-2215）〠074-8650　深川市２条17番17号　総務課自治防災室自治防災係（☎26-2215）
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教
育
・
仕
事

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

教
育
・
仕
事

　

暮

ら

し

　

採
用
・
募
集

　

税

・

年

金

健
康
・
福
祉
・
医
療

暮

ら

し

採
用
・
募
集



当
す
る
方
①
平
成
13
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
14
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方
②
平
成
17
年
４

月
２
日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方

▼
申
請
方
法　

自
治
防
災
室
に

備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
８
月
15
日
㈫
ま
で

▼
問
合
先　
総
務
課
自
治
防
災
室

自
治
防
災
係（
☎
２
６・２
２
１
５
）

北
方
領
土
返
還
要
求
運
動 

強
調
月
間

　
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北

方
四
島
の
早
期
返
還
は
、国
民
の

長
年
に
わ
た
る
悲
願
で
す
。
返
還

運
動
も
す
で
に
半
世
紀
を
経
過
し
、

一日
も
早
い
領
土
問
題
の
解
決
に

強
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

北
海
道
で
は
、８
月
を
北
方
領
土

返
還
要
求
運
動
強
調
月
間
と
定

め
、領
土
返
還
要
求
運
動
の
よ
り

一層
の
推
進
を
図
り
、各
種
の
啓

発
活
動
を
展
開
し
ま
す
の
で
、協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先　
総
務
課
総
務
係（
☎

２
６
・
２
２
２
８
）

夏
の
交
通
安
全
運
動

　
７
月
13
日
㈭
か
ら
22
日
㈯
ま
で

の
10
日
間
、全
道
一斉
に
夏
の
交

通
安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。
本

格
的
な
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン
を
迎

え
、海
や
キ
ャ
ン
プ
な
ど
家
族
で
外

出
す
る
機
会
も
多
く
な
り
、解
放

感
に
よ
る
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
、

脇
見
、気
の
緩
み
な
ど
に
よ
る
交

通
事
故
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。

【
運
動
の
重
点
】①
飲
酒
運
転
の

根
絶
②
バ
イ
ク・
自
転
車
の
交
通

事
故
防
止
③
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
と

全
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
④
子
ど

も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

▼
問
合
先　

総
務
課
自
治
防
災

室
自
治
防
災
係（
☎
２
６
・
２
２

１
５
）／
深
川
警
察
署（
☎
２
３
・

０
１
１
０
）

自
衛
官
募
集
案
内
を 

望
ま
な
い
方
は
申
請
を

　
市
で
は
、法
律
に
基
づ
く
依
頼

に
よ
り
、自
衛
隊
に
対
し
自
衛
官

募
集
事
務
に
か
か
る
氏
名
・
住
所

な
ど
を
記
載
し
た
名
簿
を
提
供
し

ま
す
。
名
簿
の
提
供
を
望
ま
な
い

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

募
集
内
容
に
つ
い
て
は
、自
衛
隊

旭
川
地
方
協
力
本
部（
☎
０
１
６

６
・
５
５
・
０
１
０
０
）に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

収入が一定額以下の世帯への収入が一定額以下の世帯への
「上下水道料の軽減」「し尿くみ取り料の助成」「指定ごみ袋の支給」「上下水道料の軽減」「し尿くみ取り料の助成」「指定ごみ袋の支給」

申込・問合先　社会福祉課福祉庶務係（☎26-2144）申込・問合先　社会福祉課福祉庶務係（☎26-2144）

対象　
　市内に住所があり、世帯の前年の総収入額が市で定
める額を下回る世帯（生活保護世帯の方も対象になり
ますが、申請の必要はありません)。
助成内容　
①上下水道料金の軽減	 	
　月額基本料金を次のとおり減額します。（営業用で
利用する場合は、軽減の対象となりません）
水 道 料 金…1,826円→1,122円（704円減額）
下水道使用料…1,474円→ 	979円（495円減額）
②し尿くみ取り料の助成	 	
　くみ取り料金の３分の１を助成します。
③指定ごみ袋の支給		
　市が定める数量の指定ごみ袋を支給します。

申請に必要なもの　印鑑
※年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など
受給額が分かる書類を持参してください。
※家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金
額が確認できる書類を持参してください。

申請方法
　社会福祉課、または市役所各支所に申し出てくださ
い。指定ごみ袋の支給については、上下水道料などの
軽減が決定した後、別途申請が必要です。

▼対象となる例
世帯類型 世帯構成 世帯の年間収入

夫婦と子ども	 	
２人の世帯

夫	 35歳
妻	 30歳
子	 ９歳
子	 ４歳

2,935,096円以下

夫婦と子ども	 	
１人の世帯

夫	 33歳
妻	 29歳
子	 ４歳

2,412,449円以下

高齢者２人世帯 夫	 72歳
妻	 67歳 1,862,770円以下

高齢者１人世帯 世帯主	68歳 1,170,975円以下

※家賃や社会保険料などを支払っている場合は、
その金額を控除して可否を決定します。

※家賃の控除額は下記のとおり上限があります。
【世帯人員別の家賃控除上限額】
１ 人 世 帯…25,000円
２ 人 世 帯…30,000円
３～５人世帯…33,000円
６ 人 世 帯…35,000円
７人以上世帯…39,000円
※年金や手当、恩給（税金が掛からない遺族年
金・障害年金・労災年金・老齢福祉年金・寡婦
年金・遺族恩給なども含みます）も年間収入に
含めて可否を決定します。

年
金
受
給
者
の 
住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き

　

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
が
、

住
所
や
年
金
を
受
け
取
る
金
融
機

関
な
ど
を
変
更
す
る
場
合
は
、次

の
と
お
り
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
通
知
書
な
ど
の
送
付
先
を
変

更
す
る
場
合
…「
年
金
受
給
権
者

住
所
変
更
届
」を
提
出
し
、旧
住

所
の
郵
便
局
に
も
郵
便
物
転
送
の

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、日
本
年
金
機
構
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
原
則

不
要
に
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の 

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
と
減
額
認
定
証（
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）

が
新
し
く
な
り
ま
す
。
７
月
中
に

新
し
い
保
険
証
お
よ
び
減
額
認
定

証（
対
象
者
の
み
）を
郵
送
し
ま

す
。
現
在
使
用
中
の
も
の
は
８
月

以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
新
し
い

保
険
証
は
黄
色
、減
額
認
定
証
は

黄
緑
色
で
す
。

▼
有
効
期
限　

令
和
６
年
７
月

31
日
ま
で（
１
年
間
）

▼
そ
の
他　
新
し
い
保
険
証
お
よ

び
減
額
認
定
証
が
手
元
に
届
い
た

と
き
は
、現
在
使
用
中
の
も
の
を

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
や
汚

れ
た
場
合
に
は
再
交
付
し
ま
す
。

新
た
に
減
額
認
定
証
が
必
要
と

な
る
方
は
、市
民
課
医
療
年
金
係

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　
市
民
課
医
療
年
金
係

（
☎
２
６
・
２
１
３
３
）／
北
海
道

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
☎

０
１
１
・
２
９
０
・
５
６
０
１
）

▼
年
金
を
受
け
取
る
金
融
機
関

な
ど
を
変
更
す
る
場
合
…「
年
金

受
給
権
者
受
取
機
関
変
更
届
」に

年
金
を
受
け
取
る
金
融
機
関
の
口

座
番
号
の
証
明
、ま
た
は
預
金
通

帳
の
写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
…「
年

金
受
給
権
者
氏
名
変
更
届
」に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
、ま
た
は
戸

籍
謄
本
や
住
民
票
を
添
付
し
、年

金
証
書
と一緒
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
年
金
証
書
を
な
く
し
た
場
合
…

「
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
」を

提
出
し
て
再
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

▼
届
け
出
・
問
合
先　
市
民
課
医

療
年
金
係（
☎
２
６
・
２
１
３
３
）

／
砂
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
０
１
２
５
・
５
２
・
２
１
４
４
）

国
民
年
金
保
険
料
の 

電
子
決
済
納
付
手
続
き

　

国
民
年
金
保
険
料
の
電
子
決

済
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。電
子

決
済
を
希
望
す
る
方
は
、は
、ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に

対
象
決
済
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、納
付
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、支

払
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手

続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
決
済
ア
プ
リ　
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ

市内に移住した方へ市内に移住した方へ
記念品を贈呈記念品を贈呈

連絡・問合先連絡・問合先
移住定住サポートセンター移住定住サポートセンター

（地域振興課内　☎26-2627）（地域振興課内　☎26-2627）

　市内に住宅を建設または購入した移住者の
方へ記念品を贈呈します。担当職員が訪問しア
ンケート調査・確認を行いますので、連絡してく
ださい。
♦対象者　自ら居住するための住宅を転入前

または転入後２年以内に建設する
か購入した方

♦記念品　商品券15,000円分（深川商工会議
所商品券取扱店で利用可能）

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力 

開
発
校
入
校
生
募
集

　

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校
の
、令
和
５
年
度
10
月
生
を

募
集
し
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
本

校
ま
た
は
最
寄
り
の
公
共
職
業
安

定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）に
問
い
合

わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
科
目　
建
築
デ
ザ
イ
ン
科

▼
応
募
期
間　

７
月
24
日
㈪
〜

８
月
22
日
㈫

▼
選
考
試
験
日　
９
月
５
日
㈫

▼
応
募
・
問
合
先　
北
海
道
障
害

者
職
業
能
力
開
発
校（
☎
０
１
２

５
・
５
２
・
２
７
７
４
）

Ｙ
、ｄ
払
い
、Ｐａｙ
Ｂ
、Ｐａｙ
Ｐ

ａｙ
、楽
天
ペ
イ

▼
問
合
先　
市
民
課
医
療
年
金
係

（
☎
２
６
・
２
１
３
３
）／
砂
川
年

金
事
務
所
国
民
年
金
課（
☎
０
１

２
５
・
５
２
・
２
１
４
４
）

高
齢
者
現
況
調
査
に
協
力
を

　

高
齢
者
支
援
や
緊
急
対
応
に

役
立
て
る
た
め
世
帯
形
態
や
在
宅

状
況
な
ど
を
把
握
す
る
高
齢
者

現
況
調
査
を
実
施
し
ま
す
。７
月

か
ら
９
月
ま
で
の
間
、市
か
ら
委

託
を
受
け
た
各
地
域
の
民
生
委

員
児
童
委
員
が
70
歳
以
上
の
方

が
い
る
家
庭
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

調
査
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先　
高
齢
者
支
援
課
地
域

包
括
支
援
係（
☎
２
６・２
６
０
６
）

働
く
婦
人
の
家 

夜
間
臨
時
休
館

▼
休
館
日
時　

８
月
12
日
㈯
・

14
日
㈪
・
15
日
㈫（
午
後
５
時
〜

９
時
）

▼
休
館
理
由　
施
設
内
整
備
点
検

▼
問
合
先　

社
会
福
祉
協
議
会

（
☎
２
６
・
２
４
１
１
）

1415

採
用
・
募
集

教
育
・
仕
事

採
用
・
募
集

　

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

教
育
・
仕
事

　

暮

ら

し

税

・

年

金

健
康
・
福
祉
・
医
療

暮

ら

し

　



ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
に
よ
る 

水
稲
の
病
害
虫
防
除
を
実
施

　
Ｊ
Ａ
き
た
そ
ら
ち
で
は
、ラ
ジ

コ
ン
操
作
に
よ
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

の
水
稲
の
病
害
虫
防
除
を
実
施

し
ま
す
。

▼
実
施
期
間（
予
定
）　

１
回
目

…
７
月
下
旬
／
２
回
目
…
８
月

上
旬　

※
水
稲
の
生
育
状
況
や

天
候
な
ど
に
よ
り
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
散
布
時
間　

午
前
５
時
ご
ろ

〜
午
後
６
時
ご
ろ

▼
作
業
地
域　

市
内
水
稲
作
付

地
全
域

▼
そ
の
他　

主
要
道
路
周
辺
や

住
宅
が
隣
接
し
て
い
る
水
田
周
辺

は
、飛
散
防
止
な
ど
に
細
心
の
注

意
を
払
い
ま
す
。
薬
剤
は
低
毒
性

の
も
の
を
使
用
し
ま
す
。

▼
問
合
先　
農
政
課
農
産
係（
☎

２
６・
２
２
５
５
）／
Ｊ
Ａ
き
た
そ

ら
ち
米
穀
課（
☎
２
６・０
１
３
２
）

西
墓
地
周
辺
道
路
の 

通
行
確
保
に
協
力
を

　
例
年
、お
盆
の
墓
参
り
で
西
墓

地
に
来
た
方
が
、妹
背
牛
町
道
３

号
線（
左
図
の
と
お
り
）に
駐
車
す

る
た
め
、近
く
の
住
民
が
通
行
で

き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。墓
参
り
の

際
は
、道
道
側
の
専
用
駐
車
場
を

利
用
す
る
か
、や
む
を
得
ず
町
道

に
駐
車
す
る
場
合
は
、片
側（
深

川
市
側
）に
寄
せ
て
駐
車
す
る
な

ど
、町
道
の
通
行
に
支
障
が
な
い

よ
う
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　
環
境
課
環
境
係（
☎

２
６
・
２
４
４
４
）

マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を 

安
全
に
楽
し
む
た
め
に

　
海
に
出
か
け
る
際
は
、気
象
情

報
や
安
全
情
報
を
事
前
に
収
集

し
、事
故
な
く
楽
し
む
た
め
に
次

の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、緊
急
時
に
は
１
１
８
番（
海

上
保
安
庁
緊
急
通
報
用
）に
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。

【
海
水
浴
】

　

監
視
員
が
い
る
開
設
さ
れ
た

海
水
浴
場
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

離
岸
流（
岸
か
ら
離
れ
る
強
い
流

れ
）に
流
さ
れ
た
と
き
は
、慌
て
ず

に
岸
と
平
行
に
泳
ぎ
、流
れ
か
ら

抜
け
出
し
ま
し
ょ
う
。

【
釣
り
、プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
、水
上

オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
】

　
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用
し
、

連
絡
体
制
の
確
保
を
徹
底
し
ま
し

ょ
う
。
釣
り
は
、突
起
物
や
岩
場

な
ど
周
囲
の
状
況
を
確
認
し
、滑

ら
な
い
靴
を
履
く
な
ど
、海
中
に

転
落
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ

う
。プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
や
水
上
オ

ー
ト
バ
イ
な
ど
は
、故
障
を
防
ぐ

た
め
、船
体
や
機
関
、燃
料
な
ど

の
発
航
前
点
検
を
行
う
ほ
か
、航

海
中
は
常
に
周
囲
の
安
全
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

留
萌
海
上
保
安
部

交
通
課（
☎
０
１
６
４
・
４
２
・
０

４
１
４
）

エキノコックス症の感染を予防しましょうエキノコックス症の感染を予防しましょう
エキノコックスの寄生サイクルエキノコックスの寄生サイクル　市内各地でキツネが出没しています。エキノコックス症を予

防するために、正しい知識を身に付けましょう。
【感染予防方法】
外から帰ったら必ず手を洗う。
キツネをむやみに触らない。
飼い犬が野ネズミを食べないよう、放し飼いにしたり野原
や公園で放したりしない。また、散歩中に飼い犬に拾い食
いをさせない。
山菜や野山の果実などは十分に加熱するか、よく水洗いし
てから食べる。
沢水などの生水は飲まない。飲む場合は煮沸してから飲む。
【キツネを寄せ付けない対策方法】
キツネが家に近寄らないよう、生ごみなどは適正に処理し、
敷地内に犬よけの薬剤を散布するなど、継続して追い払う。

キツネを餌付けしたり、餌になるものを放置しない。

問合先問合先 環境課環境係（☎26-2444）環境課環境係（☎26-2444）
空知総合振興局保健環境部深川地域保健室（☎22-1421）空知総合振興局保健環境部深川地域保健室（☎22-1421）

便とともに
卵が排出される

ネズミを
食べて感染

卵が口から入って感染

卵が口から
入って感染

エキノコックスの
特徴を理解し、
ヒトと愛犬の感
染を予防しまし
ょう。

感
染
す
る

感
染
す
る

感染する

感染する

感
染
し
な
い

卵が口から入って感染

感染しない感染する

感染する

感染する

感染する

「子育てサポートふかがわ」の会員に登録を「子育てサポートふかがわ」の会員に登録を

申込・問合先申込・問合先
子育て支援センター（☎23-3455）子育て支援センター（☎23-3455）

　「子育てサポートふかがわ」では、育児の援助を受
けたい方と、行いたい方が会員登録をして、援助の必
要な会員が、子育て支援センター内のアドバイザーを
通じて援助を申し込み、援助終了後に報酬を支払うと
いう育児の相互援助活動を実施しています。子育て援
助を「したい方」「してほしい方」は、登録してください。
　特に、援助を行う方が不足しています。子どもの
好きな方や育児経験のある方は、援助会員になって
地域の中で活動してみませんか。子育てが一段落し
た方やちょっとした時間で援助活動ができる方など、
ぜひ登録をお願いします。

援助の内容援助の内容
①保育所や幼稚園の開始時間まで、または終了後、
子どもを預かります。
②保育所や幼稚園に子どもを送迎します。
③学童保育の保育時間終了後、子どもを預かります。
④子どもの軽度の病気など、臨時的または突発的な
事由により必要がある場合に子どもを預かります。
⑤その他、会員の育児のために必要な援助を行い
ます。

会員の種別会員の種別
①依頼会員（育児の援助を受けたい方）
②援助会員（育児の援助を行いたい方）
③両方会員（①と②の両方に登録したい方）
資格の有無は問いません。
育児の援助活動中の事故などに備え、補償保
険に加入します。
援助は原則として援助会員の自宅で行います。
入会に伴う会費は必要ありませんが、会員証発
行実費100円が必要です。

報酬報酬
月～金曜日　午前７時～午後８時	 	
	 …１時間につき500円
※上記以外の曜日・時間帯は、割り増しになります。

♦申込期限　随時受付中
♦そ の 他　説明会・講習会中の託児を希望する方は、申込

時に申し出てください。

【事前説明会】
日 時 場 所

平日　8:45～17:15（うち１時間程度） 子育て支援センター
※入会希望者は事前説明会に参加する必要があります。
【会員講習会】
日 程 内 容 場 所 受講対象者

平日
（日程調整
します）

講義①小児看護の基
礎知識

講義②心の発達とそ
の問題点

講義③活動時におけ
る安全対策に
ついて

講義④保育の心
※	各１時間30分程度

子育て支援
センター 援助・両方会

員希望者

実習１	 9:00～10:30
実習２	 15:00～16:30
（乳児・幼児クラス）

新中央
保育園

９月６日㈬子育て講座	 18:30～20:00
子育て支援
センター

依頼・援助・両
方会員希望者

子
育
て
世
帯
生
活
支
援 

特
別
給
付
金
を
支
給

　
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い

る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
①
令
和
５
年
３
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
な
い
が
、物
価
高
騰
な

ど
の
影
響
に
よ
り
家
計
が
急
変

し
、児
童
扶
養
手
当
受
給
相
当
の

収
入
に
な
っ
た
方
②
令
和
５
年
３

月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満
の
児

童（
障
が
い
児
の
場
合
は
20
歳
未

満
）を
養
育
す
る
方
で
、令
和
５
年

１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変

し
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入

に
な
っ
た
方　
※
令
和
６
年
２
月

末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児
等
も

対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
支
給
額　
児
童
１
人
に
つ
き
５

万
円

▼
支
給
の
流
れ　
市
か
ら
送
付
し

て
い
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

令
和
６
年
２
月

29
日
㈭
ま
で

▼
申
請
・
問
合
先　

健
康
・
子
ど

も
課
子
ど
も
家
庭
係（
☎
２
６
・
２

２
３
７
）

はい！
できます。

●●さん、△日
○時から○時まで
託児できますか？

はい、分かりま
した。すぐ連絡
を取りましょう。

△日仕事で遅く
なるので、誰か子
どもをみてほしい
のですが…。

②依頼①申し込み

依頼会員

アドバイザー

援助会員

会員登録が必要です

③事前打ち合わせ

④育児援助終了後に	
報酬などの受け渡し

1617

採
用
・
募
集

　

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

教
育
・
仕
事

　 教
育
・
仕
事

健
康
・
福
祉
・
医
療

採
用
・
募
集

暮

ら

し

　

税

・

年

金

暮

ら

し



熱中症に注意しよう！
～こまめな水分補給を～

問合先　健康・子ども課健康推進係（☎26-2609）

　私たちにとって「水」は欠くことのできない存在ですが、体内の水分量が不足すると、熱中症や脳梗塞、心筋梗塞な
どのさまざまな健康障害を引き起こす要因になります。
　人間の体の約60％は水分であり、例えば体重が60キログラムの成人であれば体内に約36キログラムの水分を含ん
でいることになり、その水分量を不足させないためには、1日に2.5リットルの水が必要になります。のどの渇きを感じ
てから水を飲むのではなく、渇きを感じる前に摂取することが重要で、特にスポーツなどで体を動かした時や入浴・就
寝中などはたくさん汗をかき水分が不足しがちです。また、アルコールには利尿作用があり飲酒
時は通常より尿の量が増え、特にビールは利尿作用が強く、１リットルのビールを飲むことで、1.1リ
ットルの水を失うと言われています。水分の摂取量は多くの方が不足気味であり、平均的にはコ
ップの水を今よりもあと２杯多く飲めば１日に必要な水の量をおおむね確保することができます。
　日本の夏は近年気温が上昇し35℃以上の猛暑日が増えており、今夏についても全国的に平年
より高くなると予測されています。普段からのこまめな水分補給に加え、これからの時期は、特
に熱中症への注意が必要です。

熱中症かなと思ったら（主な応急処置）熱中症かなと思ったら（主な応急処置）
1.涼しい場所へ移動する
　扇風機やエアコンが効いた室内、風通しの良い
日陰など涼しい場所で安静にする。

2.体を冷やして体温を下げる
　衣服をゆるめ氷などで体を冷やす（特に首やわ
き、足の付け根など）。

3.塩分や水分を補給する
　経口補水液、スポーツドリンク、食塩水などが有
効です。　※嘔吐の症状が出ている場合や、意識がな
い場合は、無理やり水分を飲ませることはやめましょう。

熱中症について熱中症について
　熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで、私たちの体が適応できずに生じるさまざまな症状の総称
です。具体的な症状としては、めまいや立ちくらみ、筋肉痛や筋肉のこむら返り、生あくびや大量の発汗など
があります。また、病状が進み重度になると、体のだるさや吐き気、虚脱感や倦怠感、集中力や判断力の低下
のほか、呼びかけに反応しないなどの意識障害が起こることもあります。

基本の対策基本の対策
　熱中症を防ぐためには、それぞれの場所に応じた
対策を取ることが重要です！
1.扇風機やエアコンで室内の温度をこまめに調節する
2.遮光カーテンやすだれ、打ち水を利用する
3.外出時には日傘や帽子を着用する
4.天気の良い日は日陰を利用し、こ

まめに休憩をとる
5.保冷材や氷、冷たいタオルなどで

体を冷やす
6.こまめに水分の補給をする

体温の調整機能が十分ではない子どもや高齢の方、障がいがある方など、体温の調整機能が十分ではない子どもや高齢の方、障がいがある方など、
自ら症状を訴えられない場合があります。周囲の状況にも気を配り、緊急時自ら症状を訴えられない場合があります。周囲の状況にも気を配り、緊急時
にはためらわずに救急車を呼ぶなど、病院に搬送しましょう。にはためらわずに救急車を呼ぶなど、病院に搬送しましょう。

◀QRコード
※詳しくは厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」を参照してください。
/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

　
８
月
は「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」

で
す
。ま
た
、８
月
10
日
は「
道
の

日
」で
す
。
安
全
で
快
適
な
道
路

環
境
を
保
つ
た
め
、次
の
こ
と
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
①
道
路
に
空

き
缶
や
た
ば
こ
の
吸
い
殻
を
捨
て

な
い
②
荷
崩
れ
に
よ
る
積
み
荷
の

落
下
に
注
意
す
る
③
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
・
標
識
・
道
路
照
明
灯
な
ど
の

交
通
安
全
施
設
を
大
切
に
す
る

④
道
路
に
自
転
車
や
バ
イ
ク
を
乱

雑
に
止
め
な
い
⑤
車
庫
な
ど
へ
の

出
入
り
の
た
め
に
板
材
・
コ
ン
ク

リ
ー
ト
・
鉄
板
な
ど
を
道
路
に
置

か
な
い
⑥
道
路
管
理
者
の
許
可
な

く
道
路
敷
地
内
に
農
機
具
・
資
材

な
ど
を
置
か
な
い　
※
道
路
敷
地

内
で
工
事
ま
た
は
占
用
を
す
る
場

合
は
、道
路
管
理
者
の
許
可
が
必

要
で
す
。

▼
問
合
先　

都
市
建
設
課
維
持

管
理
係（
☎
２
６
・
２
３
１
３
）

早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
運
動 

啓
発
強
化
期
間

　
７
月
か
ら
８
月
ま
で
と
12
月
か

ら
１
月
ま
で
は
、子
ど
も
た
ち
の

生
活
リ
ズ
ム
の
向
上
を
目
的
と
し

た
早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
運
動
の

啓
発
強
化
期
間
で
す
。
子
ど
も
た

ち
が
健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
た

め
に
は
、適
切
な
運
動
や
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
食
事
、十
分
な
睡
眠

が
大
切
で
す
。
長
期
休
暇
中
は
生

活
リ
ズ
ム
が
乱
れ
や
す
い
の
で
、家

庭
や
地
域
に
お
い
て
、早
寝
早
起

き
朝
ご
は
ん
運
動
に
積
極
的
に
取

り
組
み
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

北
海
道
教
育
庁
生

涯
学
習
推
進
局
社
会
教
育
課（
☎

０
１
１
・
２
０
４
・
５
９
９
４
）

相
続
登
記
の
義
務
化

　

不
動
産
登
記
法
の
改
正
に
よ

り
、令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。こ

れ
に
よ
り
、
不
動
産
を
所
有
す

る
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、相
続

人
は
所
有
権
の
取
得
を
知
っ
た
日

（
遺
産
分
割
協
議
の
場
合
は
、話

し
合
い
が
ま
と
ま
っ
た
日
）か
ら

３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
な
お
、現

在
発
生
し
て
い
る
相
続
も
対
象
と

な
り
、令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、詳
し

く
は
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（ht

tps://www.m
oj.go.jp/M

IN
JI/

m
inji05_00343.htm

l

）
で
確
認

す
る
か
、問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
先　

旭
川
地
方
法
務
局

登
記
部
門（
☎
０
１
６
６
・
３
８
・

１
１
４
６
）

ス
ポ
ー
ツ
指
導
者 

資
格
取
得
助
成
金
の
活
用
を

　
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
必
要
な
指
導

者
資
格
な
ど
の
取
得
に
か
か
る
経

費
の一部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象　
次
の
全
て
に
該
当

す
る
方
①
市
内
に
住
み
、令
和
５

年
度
に
対
象
資
格
を
取
得（
合
格
）

し
た
方
②
市
内
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に

所
属
し
、所
属
団
体
か
ら
推
薦
を

受
け
た
方
③
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
と
し
て
活
動
し
、市
の
ス
ポ
ー
ツ

関
連
事
業
な
ど
に
協
力
で
き
る
方

▼
助
成
金
額　

受
講
経
費
お
よ

び
資
格
取
得
に
係
る
経
費
の
２
分

の
１
以
内（
１
０
０
０
円
未
満
は
切

り
捨
て
、上
限
２
万
５
０
０
０
円
）

▼
申
請
方
法　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　
助
成
の
対
象
と
な
る

資
格
、助
成
回
数
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

令
和
６
年
３
月

29
日
㈮（
先
着
順
、予
算
が
な
く

な
り
し
だ
い
終
了
）

▼
申
請
・
問
合
先　
生
涯
学
習
ス

ポ
ー
ツ
課
文
化
・ス
ポ
ー
ツ
係（
☎

２
６
・
２
３
４
３
）

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
ティ
法
を 

ご
存
じ
で
す
か

　
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
ティ
法
は
、食

品
事
故
な
ど
の
問
題
が
発
生
し

た
場
合
な
ど
に
、流
通
ル
ー
ト
を

速
や
か
に
特
定
す
る
た
め
、米
や

米
加
工
品
の
取
引
記
録
な
ど
を

作
成
・
保
存
す
る
こ
と
を
事
業
者

に
義
務
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

消
費
者
が
商
品
を
選
択
す
る
際

の
参
考
と
し
て
、産
地
情
報
の
伝

達
を
事
業
者
に
義
務
付
け
て
い
ま

す
。こ
の
法
律
を
知
る
こ
と
で
、安

全
・
安
心
な
お
米
を
未
来
へ
つ
な

げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は

農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペー
ジ（ht

tps://www.m
aff.go.jp/j/syou

an/keikaku/beikoku/

）
で
確

認
す
る
か
、問
い
合
わ
せ
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

北
海
道
農
政
事
務

所
消
費
・
安
全
部
米
穀
流
通
・
食

品
表
示
監
視
課（
☎
０
１
１
・
３
３

０
・
８
８
１
４
）

危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
試
験
日　
９
月
10
日
㈰

▼
種
類
・
試
験
地　
甲
種
…
札
幌

市
／
乙
種（
第
１
〜
６
類
）・
丙
種

…
札
幌
市
ほ
か

▼
試
験
手
数
料　

甲
種
…
６
６

０
０
円
／
乙
種
…
４
６
０
０
円
／

丙
種
…
３
７
０
０
円

▼
受
付
期
間　
電
子
申
請　
７
月

28
日
㈮
〜
８
月
４
日
㈮
／
書
面
申

請　
７
月
31
日
㈪
〜
８
月
７
日
㈪

▼
受
験
願
書
提
出
先　
〠
０
６
０

ー
８
６
０
３　
札
幌
市
中
央
区
北

５
条
西
６
丁
目
２
ー
２
札
幌
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
12
階　
一般
財
団
法
人
消

防
試
験
研
究
セン
タ
ー
北
海
道
支
部

（
☎
０
１
１・２
０
５・５
３
７
１
）

▼
そ
の
他　

受
験
願
書
は
、
消

防
署
予
防
課
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、電
子
申
請
の
場
合
は
一般
財

団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.

shoubo-shiken.or.jp/

）
か
ら

申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

消
防
署
予
防
課
予

防
係（
☎
２
２
・
２
８
１
４
）

自
衛
官
候
補
生
を
募
集

▼
資
格　
日
本
国
籍
を
有
し
、採

用
予
定
月
の
１
日
現
在
で
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
方

▼
第
１
次
試
験
日　

８
月
27
日

㈰
・
28
日
㈪　
※
い
ず
れ
か
１
日

▼
試
験
会
場　

陸
上
自
衛
隊
旭

川
駐
屯
地（
旭
川
市
春
光
町
）

▼
応
募
期
限　
８
月
22
日
㈫
ま
で

▼
応
募
・
問
合
先　
自
衛
隊
旭
川

地
方
協
力
本
部
旭
川
地
区
隊（
☎

０
１
６
６
・
５
５
・
０
１
０
０
）

1819

教
育
・
仕
事

健
康
・
福
祉
・
医
療

採
用
・
募
集

税

・

年

金

暮

ら

し


